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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向軸を有する空気支持ベルトコンベヤシステムであって、
　長手方向長さと湾曲断面プロファイルとを有するコンベヤベルトと、
　前記コンベヤベルトの前記長手方向長さに沿って配置された複数のトラフ部であって、
各トラフ部が、前記コンベヤベルトの下に配置されており、各トラフ部の頂面より上に前
記コンベヤベルトを支持するために空気を受けるための少なくとも１つの開口を画定する
、前記複数のトラフ部と、
　空気配送サブシステムと、を備え、
　　前記空気配送サブシステムは、
　　少なくとも１つの空気供給ライン、及び、
　　前記少なくとも１つの空気供給ラインと流体連通して配置された複数の空気マニホル
ド、
　　を備え、各空気マニホルドが単一のトラフ部に連絡し、かつ、前記単一のトラフ部の
少なくとも１つの開口と流体連通しており、
　各トラフ部が、対向する第１の端縁部及び第２の端縁部を有し、
　前記複数のトラフ部が、前記空気供給ラインと流体連通しない複数の接合部で結合され
ており、
　前記複数のトラフ部の前記連続するトラフ部の前記端縁部が、互いに当接しており、
　前記複数のマニホルドの各マニホルドは、前記複数の接合部のうちの１つの接合部にま
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たがっていない、空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２】
　前記空気配送サブシステムが、複数の流量制御弁をさらに備え、
　各流量制御弁が、少なくとも１つの空気マニホルド及び前記少なくとも１つの空気供給
ラインと流体連通して配置されており、前記少なくとも１つの空気供給ラインから前記少
なくとも１つの空気マニホルドへの空気流の選択的な調整を可能にするように構成されて
いる、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項３】
　各流量制御弁に通信可能に結合されており、各流量制御弁の位置を調整してそれぞれの
トラフ部の前記少なくとも１つの開口への前記複数の空気マニホルドを通る空気の配送を
選択的に制御することによって前記コンベヤベルトを支持するように構成されたプロセッ
サをさらに備える、
請求項２に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項４】
　前記空気配送サブシステムが、複数の分岐導管をさらに備え、
　各分岐導管が、前記少なくとも１つの空気供給ラインと前記少なくとも１つの空気マニ
ホルドとの間で延在する、
請求項３に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項５】
　各流量制御弁が、それぞれの分岐導管と流体連通して配置されている、
請求項４に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項６】
　複数のセンサをさらに備え、
　各センサが、それぞれの分岐導管と流体連通して配置されており、
　各センサが、前記プロセッサに通信可能に結合されており、
　各センサが、圧力センサ、流量センサ、及びそれらの組合せからなる群から選択される
、
請求項４に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項７】
　各センサが、対応する分岐導管内の流体圧または流量を示す出力を生成するように構成
されており、
　前記プロセッサが、前記センサからの前記出力を受信し、前記対応する分岐導管と流体
連通して配置された前記マニホルドへの空気流を選択的に調整するように構成されている
、
請求項６に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項８】
　前記プロセッサが、それぞれの分岐導管と流体連通して配置された前記センサからの前
記出力の受信に応答して、前記分岐導管と流体連通して配置された前記流量制御弁の前記
位置を調整することによって対応する前記マニホルドへの空気流を調整するように構成さ
れている、
請求項７に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項９】
　前記複数のトラフ部のうちの１つのトラフ部が、複数の開口を備える、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つのトラフ部が、
　前記複数の空気マニホルドのうちの第１の空気マニホルドと流体連通して配置された少
なくとも１つの開口と、
　前記複数の空気マニホルドのうちの第２の空気マニホルドと流体連通して配置された少
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なくとも１つの開口と
を備える、
請求項９に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１１】
　各トラフ部が、複数の開口を備える、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１２】
　各マニホルドが、それぞれのトラフ部の底面に、取り外し可能に固定されている、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１３】
　各マニホルドが、非金属材料を備える、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１４】
　複数のトラフ位置合わせ要素をさらに備え、
　各トラフ位置合わせ要素が、連続するトラフ部の間のそれぞれの接合部に配置されてお
り、
　各トラフ位置合わせ要素が、前記長手方向軸に対して前記連続するトラフ部の内面の間
に位置合わせをもたらす、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１５】
　前記複数のトラフ位置合わせ要素が、複数のサドルを備え、
　各トラフ部が、対向する下面及び上面を有し、
　各サドルが、連続するトラフ部の前記下面の形状に相補的である形状を有する上面を有
し、
　各サドルの前記上面が、前記長手方向軸に対して前記連続するトラフ部の間に位置合わ
せをもたらす、
請求項１４に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１６】
　複数の留め具をさらに備え、
　各留め具が、それぞれの接合部でトラフ部をサドルに固定するように構成されている、
請求項１５に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１７】
　各接合部の前記複数の留め具が、対応するサドルの前記上面と接触して各トラフ部の前
記下面を配置するように構成されている、
請求項１６に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１８】
　各トラフ部が可撓性材料を備え、
　各サドルが、上に重なるトラフ部に、対応する形状をもたらすように構成されている、
請求項１７に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項１９】
　前記複数のトラフ位置合わせ要素が、複数のバンドを備え、各バンドが、それぞれの接
合部でそれぞれのトラフ部の前記隣接する端縁部の下に配置するために構成されている、
請求項１４に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２０】
　前記複数のトラフ部が、少なくとも１つの湾曲トラフ部を備え、
　各湾曲トラフ部が、垂直軸に垂直である短手方向の基準面内に曲線プロファイルを有す
るように形成されており、
　少なくとも１つの湾曲トラフ部は、前記短手方向の基準面内に曲線プロファイルを有す
る、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。



(4) JP 6983876 B2 2021.12.17

10

20

30

40

50

【請求項２１】
　前記複数のトラフ部は、少なくとも１つの湾曲トラフ部を備え、
　各湾曲トラフ部が、垂直軸に平行な長手方向の基準面内に曲線プロファイルを有するよ
うに形成されており、
　少なくとも１つの湾曲トラフ部は、前記長手方向の基準面内に曲線プロファイルを有す
る、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの空気供給ラインが、一次空気供給ラインを備え、
　前記空気配送サブシステムが、前記一次空気供給ラインと一列に並べて配置された複数
の流量制御弁をさらに備え、
　前記複数の流量制御弁が、前記一次空気供給ラインを複数の流量制御ゾーンに分割し、
　前記複数の空気マニホルドの少なくとも１つの空気マニホルドが、各流量制御ゾーン内
で前記一次空気供給と流体連通して配置されている、
請求項７に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２３】
　少なくとも１つのトラフ部を曲げて少なくとも１つの湾曲トラフ部の前記曲線プロファ
イルを形成することを含む、
請求項２０に記載のシステムのトラフ部の製造方法。
【請求項２４】
　非鉄材料を成形して少なくとも１つの湾曲トラフ部を形成することを含む、
請求項２０に記載のシステムのトラフ部の製造方法。
【請求項２５】
　空気支持ベルトコンベヤシステムを組み立てるためのキットであって、
　前記キットは、
　長手方向長さと湾曲断面プロファイルとを有するコンベヤベルトと、
　複数のトラフ部と、
　　少なくとも１つの空気供給ライン、及び、
　　前記少なくとも１つの空気供給ラインと流体連通して配置された複数の空気マニホル
ド、
　　を備える空気配送サブシステムと、
　を備え、
　各トラフ部が、対向する第１の端部及び第２の端部と、対向する下面及び上面とを有し
て、少なくとも１つの開口を画定し、
　前記複数のトラフ部の各トラフ部の各端部が、別のトラフ部の前記端部に選択的な結合
のために構成されており、
　前記複数のトラフ部が協働して、前記コンベヤベルトの長さに沿って前記コンベヤベル
トを支持するように構成されており、
　前記複数のマニホルドの各マニホルドが、前記マニホルドが前記トラフ部の少なくとも
１つの開口と流体連通するように、それぞれのトラフ部の前記下面に選択的に取付け可能
であり、
　前記トラフ部が、当該トラフ部が垂直軸に対して整列している多層構成で提供される、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステムを組み立てるためのキット。
【請求項２６】
　空気支持ベルトコンベヤの組立方法であって、
　キットを受け取ることを含み、
　前記キットは、
　長手方向長さと湾曲断面プロファイルとを有するコンベヤベルトと、
　複数のトラフ部と、
　　少なくとも１つの空気供給ライン、及び、
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　　前記少なくとも１つの空気供給ラインと流体連通して配置された複数の空気マニホル
ド、
　　を備える空気配送サブシステムと、
　を備え、
　前記組立方法は、さらに、
　前記複数のトラフ部の前記端部を選択的に結合することと、
　それぞれのトラフ部に前記複数のマニホルドのうちの少なくとも１つのマニホルドを選
択的に取り付けることと
を含む、
　空気支持ベルトコンベヤの組立方法。
【請求項２７】
　前記複数のマニホルドの各マニホルドは、それぞれのトラフ部の底面に取り外し可能に
固定されている、
請求項１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２８】
　前記複数のセンサの一部はそれぞれ、前記一次空気供給ライン内の流体圧力または流量
の少なくとも一方を示す出力を生成するように構成されており、
　前記プロセッサは、前記センサの一部の各センサからの前記出力を受け取り、前記複数
の流量制御弁を選択的に制御して、各流量制御ゾーン内の空気流量を調整するようによう
に構成されている、
請求項２２に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項２９】
　前記プロセッサは、それぞれのトラフ部と、そのトラフ部の上方に配置された前記コン
ベヤベルトの部分との間の空気によって提供される加圧および支持を調整するように構成
されている、
請求項７に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【請求項３０】
　前記プロセッサは、前記複数の分岐導管のうちの第１の分岐導管内の空気の流量を調整
し、これにより、前記第１の分岐導管内の空気の流量が、前記第１の分岐導管とは異なる
マニホルドと流体連通して配置された前記複数の分岐導管のうちの第２の分岐導管内の空
気の流量よりも大きい、または、小さい、
請求項７に記載の空気支持ベルトコンベヤシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１６年９月１６日に出願された米国仮特許出願第６２／３９５，８１６
号の出願日の優先権及び利益を請求し、出願は、全体として参照することにより本明細書
に組み込まれる。
【０００２】
　開示される発明は、ベルトコンベヤシステム及び方法に関し、より詳細には、空気支持
ベルトコンベヤ及びシステム、ならびにその使用方向に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の空気支持ベルトコンベヤは、それら自身の異なる機能を実現する構成要素を有す
る一体形本体を備える一体構造の設計を利用している。断面は、末端以外、コンベヤに沿
って同じであり、断面全体が、トラフ、プリナム、及び構造として機能する重い溶接物を
形成する。結果的に、構造及び空気システムは、実際のスパンまたは個別の空気供給要求
に対して、事実上、最適化することができない。
【０００４】
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　さらに、伝統的なアプローチは、さらなる好ましくない結果を有する。試験及び監視が
難しく、必然的に推測となるので、これらのシステムの科学的な設計は、非常に経験的な
ものであり、場合によっては、最初の設置時、空気支持ベルトコンベヤを作動させるのに
試行錯誤が必要である。現在の設計は多くの場合、信頼できず、ベルトラインにおける予
想外の抵抗の原因を解析することは難しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　よって、コンベヤ長に沿って独立して機能することができる独立して設計されたシステ
ムを有する空気支持ベルトコンベヤが依然として必要とされている。さらに、そのような
装置及びシステムのより良好な試験、監視、制御、電力消費、及び保守管理を可能にする
独立したシステムを有する空気支持ベルトコンベヤが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　さまざまな態様の、長手方向軸を有する空気支持ベルトコンベヤシステムが、本明細書
で開示される。空気支持ベルトコンベヤシステムは、長手方向長さと湾曲断面プロファイ
ルとを有するコンベヤベルトを有することができる。空気支持ベルトコンベヤシステムは
、コンベヤベルトの長手方向長さに沿って配置された複数のトラフ部を有することができ
る。各トラフ部は、コンベヤベルトの下に配置することができ、各トラフ部の頂面より上
にコンベヤベルトを支持するために空気を受けるための少なくとも１つの開口を画定する
。空気支持ベルトコンベヤシステムは、空気配送サブシステムを有することができる。空
気配送サブシステムは、少なくとも１つの空気供給ラインと、少なくとも１つの空気供給
ラインと流体連通して配置される複数の空気マニホルドとを有することができる。各空気
マニホルドは、単一のトラフ部に連絡することができ、単一のトラフ部の少なくとも１つ
の開口と流体連通することができる。
【０００７】
　任意選択的に、複数のトラフ部は、コンベヤベルトの長さに沿って連続して配置された
複数の湾曲トラフ部を備えることができる。各湾曲トラフ部は、基準面内に曲線プロファ
イルを有するように形成することができる。複数の湾曲トラフ部の少なくとも一部は、空
気支持ベルトコンベヤの少なくとも一部の湾曲を画定するように、順に配置することがで
きる。
【０００８】
　空気支持ベルトコンベヤシステムの構成要素を備えるキットも説明される。
【０００９】
　開示される空気支持ベルトコンベヤシステムの使用方法も説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】図１Ａ～１Ｃは、開示される空気支持ベルトコンベヤシステムの一般配置を示
す。図１Ａは、例示的な空気支持ベルトコンベヤシステムの斜視図である。
【図１Ｂ】例示的な空気支持ベルトコンベヤシステム内の材料の流れ及び空気の分配を示
す概略図である。
【図１Ｃ】例示的な空気支持ベルトコンベヤシステムの端面図であり、システムの搬送ト
ラフ及びリターントラフへの空気配送サブシステムの接続を示す。
【図２Ａ】図２Ａ～図２Ｈは、本明細書にさらに開示されるような、サドルによって接続
されたトラフ部による搬送コンベヤ及びリターンコンベヤを有する例示的な空気支持ベル
トコンベヤシステムのさまざまな図を提供する。各トラフ部に、トラフ部内のベルトに空
気を提供するためのそれぞれのマニホルドが設けられている。図２Ａは、システムの側面
図である。
【図２Ｂ】システムの底面図である。
【図２Ｃ】システムの側面斜視図である。
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【図２Ｄ】Ａの切断線Ａ－Ａでとられた、システムの断面端面図である。
【図２Ｅ】Ｄの線Ｂ－Ｂからとられた、システムの搬送部の拡大底面図である。
【図２Ｆ】システムの搬送部及びリターン部の個々のトラフ部の拡大斜視図である。
【図２Ｇ】Ａの切断線Ｃ－Ｃでとられた、マニホルドとトラフ部との接続の拡大断面図で
ある。
【図２Ｈ】マニホルドと流体連通するトラフ部を通る開口でとられた、マニホルドとトラ
フ部との例示的な接続の断面図である。
【図２Ｉ】本明細書に開示されるような、開口の列を有する例示的なトラフ部の分離され
た上部斜視図である。
【図３Ａ】図３Ａ～３Ｆは、本明細書にさらに開示されるような、フランジによって接続
されたトラフ部による搬送コンベヤ及びリターンコンベヤを有する例示的な空気支持ベル
トコンベヤシステムのさまざまな図を提供する。各トラフ部に、トラフ部内のベルトに空
気を提供するためのそれぞれのマニホルドが設けられている。図３Ａは、システムの側面
図である。
【図３Ｂ】システムの底面図である。
【図３Ｃ】システムの側面斜視図である。
【図３Ｄ】図３Ａの切断線Ｄ－Ｄでとられた、システムの断面端面図である。
【図３Ｅ】図３Ｄの線Ｅ－Ｅからとられた、システムの搬送部の拡大底面図である。
【図３Ｆ】システムの搬送部及びリターン部の個々のトラフ部の拡大斜視図である。
【図４Ａ】図４Ａ～４Ｅは、本明細書にさらに開示されるような、サドルによって接続さ
れたトラフ部による搬送コンベヤ及びリターンコンベヤを有する例示的な空気支持ベルト
コンベヤシステムのさまざまな図を提供する。少なくともいくつかトラフ部に、トラフ部
内のベルトに空気を提供するための複数のマニホルドが設けられている。図４Ａは、シス
テムの側面図である。
【図４Ｂ】システムの側面斜視図である。
【図４Ｃ】Ａの切断線Ｇ－Ｇでとられた、システムの断面端面図である。
【図４Ｄ】Ｃの線Ｈ－Ｈからとられた、システムの搬送部の拡大底面図である。
【図４Ｅ】システムの搬送部及びリターン部の個々のトラフ部の拡大斜視図である。
【図４Ｆ】本明細書に開示されるような、２列の開口を有する例示的なトラフ部の分離さ
れた上部斜視図である。
【図５Ａ】図５Ａ～５Ｆは、本明細書に開示されるような、例示的なトラフ位置合わせ要
素を示す。図５Ａ～５Ｂは、本明細書に開示されるような、フランジを有する例示的な接
合部を示す。図５Ａは、接合部の底面図である。
【図５Ｂ】図５Ａの切断線Ｊ－Ｊに沿ってとられた、接合部の断面図である。
【図５Ｃ】図５Ｃ～５Ｄは、本明細書に開示されるような、バンドを有する例示的な接合
部を示す。図５Ｃは、接合部の底面図である。
【図５Ｄ】図５Ｃの切断線Ｋ－Ｋに沿ってとられた、接合部の断面図である。
【図５Ｅ】図５Ｅ～５Ｆは、本明細書に開示されるような、サドルを有する例示的な接合
部を示す。図５Ｅは、接合部の底面図である。
【図５Ｆ】図５Ｅの切断線Ｌ－Ｌに沿ってとられた、接合部の断面図である。
【図６Ａ】上向きに湾曲したトラフ部を有する例示的な空気支持ベルトコンベヤシステム
の側面斜視図を提供する。
【図６Ｂ】上向きに湾曲したトラフ部を有する例示的な空気支持ベルトコンベヤシステム
の側面図を提供する。
【図７Ａ】下向きに湾曲したトラフ部を有する例示的な空気支持ベルトコンベヤシステム
の側面斜視図を提供する。
【図７Ｂ】下向きに湾曲したトラフ部を有する例示的な空気支持ベルトコンベヤシステム
の側面図を提供する。
【図８Ａ】水平湾曲を有する例示的なトラフ部の側面斜視図及び上部斜視図を提供する。
【図８Ｂ】水平湾曲を有する例示的なトラフ部の側面斜視図及び上部斜視図を提供する。
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【図９】本明細書に開示されるような、空気支持ベルトコンベヤシステムのための例示的
な空気供給サブシステムを示す概略図である。
【図１０Ａ】サドルが２つのトラフ部を接続する例示的な接合部の分解断面端面図である
。
【図１０Ｂ】図８Ａの接合部を示す断面側面図である。
【図１１】本明細書に開示されるような、中間トラフ支持構造を有する例示的な空気支持
ベルトコンベヤシステムの端立面図である。
【図１２Ａ】本明細書に開示されるような、輸送コンテナ内でのモジュール化された輸送
のための複数のトラフ部の多層配置を示す端面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示された輸送コンテナの部分的に透明な側面斜視図である。
【図１２Ｃ】図１２Ａに示された多層配置を使用した、ベルトコンベヤシステムを輸送す
るために必要な輸送コンテナの数の減少を示す概略図である。
【図１３】本明細書に開示されるような、長手方向のノッチまたはスリットを有する例示
的なトラフ部の上部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ここで、本発明は、添付図面を参照して以下でより完全に説明され、本発明のすべてで
はなく、いくつかの実施形態が示される。実際、本発明は、多くの異なる形態で具現化さ
れてもよく、本明細書に示される実施形態に制限されるように解釈すべきではない。むし
ろ、これらの実施形態は、本開示が適用可能な法的要求を満たすように提供される。同じ
数字は全体を通して同じ要素を指す。本発明は、説明される特定の方法及びプロトコルに
限定されず、よって、異なってもよいことが理解されるべきである。本明細書で使用され
る用語は、特定の実施形態の説明のみを目的とし、本発明の範囲の限定を意図しないこと
も理解されるべきである。
【００１２】
　本明細書に示される本発明の多くの修正及び他の実施形態については、前述の説明及び
関連する図面に提示される教示の助けをかりて、本発明が関わる当業者が思いつくであろ
う。したがって、本発明は、開示される特定の実施形態に限定されず、修正及び他の実施
形態は、添付の特許請求の範囲に含まれることが意図されることが理解されるべきである
。特定の用語が本明細書に採用されているが、それらは、一般的かつ説明的な意味でのみ
使用され、限定のためには使用されない。
【００１３】
　本明細書で使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、文脈で明ら
かにそうでないことが示されていない限り、複数の場合も含めて意味する。たとえば、用
語「ａ　ｖａｌｖｅ」の使用は、１つまたは複数のそのような弁に言及することができる
。
【００１４】
　本明細書で使用されるすべての専門用語及び科学用語は、明らかにそうでないことが示
されていない限り、当業者が一般に理解するのと同じ意味を有する。
【００１５】
　本明細書では、範囲は、「約」１つの特定値から、及び／または「約」別の特定値まで
のように表現できる。このような範囲を表現する場合、別の態様には、１つの特定値から
、及び／または他の特定値までが含まれる。同様に、値が近似として表現される場合、先
行する「約」の使用によって、特定値が別の態様を形成することが理解されよう。各範囲
の終点が、他方の終点との関係で、また、他方の終点と独立して、重要であることがさら
に理解されよう。
【００１６】
　本明細書で使用される場合、用語「任意選択の」または「任意選択的に」は、その後説
明されるイベントまたは状況が起こっても起こらなくてもよく、その説明が前記イベント
または状況が起こる場合と起こらない場合とを含むことを意味する。
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【００１７】
　本明細書で使用される単語「または」は、特定のリストの任意の１つの構成要素を意味
し、さらに、そのリストの構成要素の任意の組合せを含む。
【００１８】
　以下の説明は、完全な理解をもたらすために、具体的な詳細を提供する。しかしながら
、当業者は、機器及び機器を使用する関連の方法が、これらの具体的な詳細を採用するこ
となく実施及び使用できることを理解するであろう。実際、機器及び関連の方法は、示さ
れた機器及び関連の方法を変更することによって実施することができ、かつ、業界で従来
使用されてきた任意の他の機器及び技術と組み合わせて使用することができる。
【００１９】
　図１Ａ～１３を参照すると、コンベヤ長に沿って、ならびにコンベヤ間で変わり得る要
件のために独立して設計することができる空気支持ベルトコンベヤ及び独立したコンベヤ
サブシステムが、さまざまな態様において、本明細書に開示されている。本明細書でさら
に開示されるように、従来の空気支持ベルトコンベヤは、ベルトの下で開いているオリフ
ィスを有するプレナムとして順番に機能する、トラフの下のコンベヤ長の密閉室を加圧す
る。プレナム断面は、コンベヤの長さ方向へのファンからの空気流のすべてに対して十分
でなければならない。この方法は、別々に制御することができず、他の欠点を有する。本
明細書でさらに説明されるように、開示されるシステム及び方法は、ファンからの空気流
を、分岐する本管を通って個別のマニホルドまで導くことができ、各マニホルドは、限ら
れた数のオリフィスを有している。空気流の大部分が本管にあるので、マニホルドの断面
はプレナムの断面よりかなり小さくすることができる。
【００２０】
　１つの態様において、開示されるシステムは、トラフから独立したカバーを備えること
ができる。カバーは取り外し可能とすることができ、鋼、アルミニウム、プラスチック、
強化プラスチック、及びガラス繊維を含むがこれらに限定されない、さまざまな材料を備
えることもできる、別の態様において、「搬送」トラフの頂部は、スパン構造（トラス）
または床部支持フレームの横材の間で、ベルトを支持することができ、材料を搬送するこ
とができる。例示的な態様において、頂部トラフ部は、全体的なスパン構造の一部ではな
く、その結果、それらは、複合材料、薄肉材料、またはそれらの組合せを備えることがで
きる非構造部材を備えることができる。さらなる態様において、「リターン」トラフの底
部は、スパン構造（トラス）または床部支持フレームの横材の間で、リターンベルトを支
持することができる。例示的な態様において、底部トラフ部は、全体的なスパン構造の一
部でもなく、その結果、それらは、複合材料、薄肉材料、またはそれらの組合せを備える
ことができる非構造部材を備えることができる。さらに他の態様において、空気供給シス
テムは、１つまたは複数のファンによって供給できる本管を備えることができ、各トラフ
部の下のオリフィスのライン（複数可）の下のチャネル（マニホルド）に空気を供給でき
る分岐は、その長さに沿って間隔があけられる。分岐間隔及び空気チャネル（マニホルド
）断面は、さまざまな要因に基づいて最適化することができる。さらに別の態様において
、システムは、最適な寸法決定を保証するためにコンベヤに沿って変えることができる支
持構造を備えることができる。床部または傾斜に沿って、横支持体は、傾斜に延在するこ
とができる。上昇するとき、トラスまたは他のスパン構造は、各トラフ部のための横フレ
ームを支持することができる。
【００２１】
例示的なコンベヤシステム
　例示的な態様において、図１Ａ～１３を参照すると、空気支持ベルトコンベヤシステム
１０は、長手方向軸１２と短手方向軸１６とを有することができ、その両方が垂直軸１４
に垂直である可能性がある。図１Ａに示されるように、空気支持ベルトコンベヤシステム
１０は、「運搬」または「搬送」コンベヤ組立体１１ａと、「リターン」コンベヤ組立体
１１ｂとを備えることができ、「リターン」コンベヤ組立体は通常、「運搬」コンベヤ組
立体の下に配置される。連続ループするコンベヤベルト２０は、コンベヤシステムの対向
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する端部のプーリで駆動することができる。使用中、図１Ｂに概略的に示されるように、
「運搬」コンベヤ内のベルト２０の部分は、供給源（たとえば、ホッパー）から材料２０
０を受け取ることができ、駆動プーリに到達するまで第１の方向に材料を輸送することが
でき、その到達点で、ベルトの移動方向は逆転し、ベルト上の材料は荷下される。よって
、「リターン」コンベヤ内のベルトの部分は、長手方向軸１２に関して、第１の方向とは
反対の第２の方向に進むことが意図されている。運転中、ベルトがそれぞれのコンベヤ組
立体内で「浮く」ように、空気をベルトの下に提供することができる。
【００２２】
　本明細書に開示される例示的なコンベヤ／トラフ構成は、システムの「搬送」部分及び
「リターン」部分の一方または両方に適用できることが意図されている。よって、開示さ
れるシステムが以下で説明されるとき、説明される構成は、システムの「搬送」部分のみ
、システムの「リターン」部分のみ、または、システムの「搬送」及び「リターン」部分
の両方に適用可能とすることができることが理解される。例示的な態様において、ベルト
２０は、（たとえば、図２Ｇならびに図５Ｂ、５Ｄ、及び５Ｆに示されるような、長手方
向軸１２に垂直な平面内で見たとき）長手方向長さと、湾曲断面プロファイルとを有する
ことができる。コンベヤシステム１０は、コンベヤベルト２０の長手方向長さに沿って配
置される複数のトラフ部３０をさらに備えることができる。各トラフ部３０は、コンベヤ
ベルト２０の下に配置することができ、各トラフ部３０の頂面３６の上にコンベヤベルト
を支持する空気を受けるための、少なくとも１つの開口３２を画定する。各トラフ部３０
は、図２Ｄに示されるように、トラフ部の湾曲部分に対して角度をなして向けられる、対
向するフランジ部分３３を備えることができる。コンベヤシステムは、空気または流体源
と流体連通して配置される少なくとも１つの空気供給ライン６２と、少なくとも１つの空
気供給ライン６２と流体連通して配置される複数の空気マニホルド６４とを有する空気配
送サブシステム６０をさらに備えることができる。図１Ａ～４Ｅに示されるように、各空
気マニホルド６４は、単一のトラフ部３０に接触し、その単一のトラフ部３０の少なくと
も１つの開口３２と流体連通する。いくつかの態様において、従来のベルトコンベヤシス
テムとは対照的に、トラフ部３０及び空気配送サブシステム６０は、連続的な空気室を形
成せず、それにより、開示されるシステム１０の複数のトラフ部の隣接するトラフ部３０
は、密封接続されない。より詳細には、いくつかの任意選択の態様において、開示される
システム１０は、コンベヤベルトの長手方向長さに沿って、複数のトラフ部とコンベヤベ
ルトとの間に連続的に延在する空気ポケットを備えないことが意図されている。よって、
いくつかの態様において、開示されるマニホルド６４は、隣接するトラフ部をまたがない
ことがさらに意図されている。
【００２３】
　さらなる態様において、空気配送サブシステム６０は、複数の流量制御弁７０をさらに
備えることができる。各流量制御弁７０は、それぞれの空気マニホルド６４及び少なくと
も１つの空気供給ライン６２と流体連通して配置することができる。使用中、各流量制御
弁７０は、少なくとも１つの空気供給ライン６２から空気マニホルド６４への空気流の選
択的な調整を可能にするように構成することができることが意図されている。
【００２４】
　付加的な態様において、システム１０は、各流量制御弁７０に通信可能に結合され、そ
れぞれのトラフ部３０の少なくとも１つの開口３２への、複数の空気マニホルド６４を通
る空気の配送を選択的に制御するために各流量制御弁の位置を調整し、それによって、コ
ンベヤベルト２０を支持するように構成されるプロセッサ９０を備えることができる。こ
れらの態様において、プロセッサ９０は、当該技術分野で知られているデスクトップコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット、スマートフォン、またはクラウドベ
ースコンピューティング装置などのコンピューティング装置の構成要素として設けること
ができることが意図されている。任意選択的に、プロセッサ９０は、プロセッサによって
アクセスされる運用プロトコル及びパラメータ設定を保存することができる（ローカルに
、または、クラウドベースネットワークなどのネットワークによってリモートに設けられ
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る）メモリまたはデータベースと通信することができる。さらなる態様において、プロセ
ッサ９０は、システム内の空気供給の選択的なオペレータ制御を可能にするユーザインタ
フェースと通信することができる。
【００２５】
　例示的な態様において、図１Ａ～４Ｅに示されるように、空気配送サブシステム６０は
、複数の分岐導管６３をさらに備えることができる。これらの態様において、各分岐導管
６３は、少なくとも１つの空気供給ライン６２とそれぞれの空気マニホルド６４との間で
延在することができる。例示的な態様において、分岐導管６３は、当該技術分野において
知られているフレキシブルホースを備えることができる。任意選択的に、いくつかの態様
において、各流量制御弁７０は、それぞれの分岐導管６３と流体連通して配置することが
できる。あるいは、または、さらに、いくつかの態様において、図９を参照すると、少な
くとも１つの空気供給ラインは、一次空気供給ライン６２を備えることができ、複数の流
量制御弁７０は、一次空気供給ラインと一列に並べて配置することができる。これらの態
様において、複数の流量制御弁７０は、一次空気供給ライン６２を複数の流量制御ゾーン
１００に分割することができ、複数の空気マニホルドの少なくとも１つの空気マニホルド
６４は、各流量制御ゾーン内で一次空気供給ライン６２と流体連通して配置される。さら
なる態様において、各流量制御ゾーン１００は、少なくとも１つのトラフ部を含むことが
できることが意図されている。任意選択的に、これらの態様において、少なくとも１つの
流量制御ゾーン１００は、複数のトラフ部３０（よって、複数のマニホルド）を含むこと
ができる。
【００２６】
　さらなる態様において、システム１０は、プロセッサ９０に通信可能に結合される複数
のセンサ９２をさらに備えることができる。任意選択的に、これらの態様において、各セ
ンサ９２、または複数のセンサ９２の一部は、それぞれの分岐導管６３と流体連通して配
置することができる。あるいは、または、さらに、複数のセンサ９２は、一次空気供給ラ
イン６２と一列に並べて配置することができる。例示的な態様において、各センサ９２は
、圧力センサ及び流量センサからなる群から選択することができることが意図されている
。
【００２７】
　例示的な態様において、複数のセンサ９２は、対応するそれぞれの分岐導管６３内（ま
たは、一次空気供給ライン６２内）の流体圧及び／または流量を示す出力を生成するよう
に構成されるセンサを備えることができる。これらの態様において、プロセッサ９０は、
センサ９２からの出力を受信し、対応する分岐導管６３（または、一次空気供給ラインの
対応する流量制御ゾーン）と流体連通して配置されるマニホルド６４への空気流を選択的
に調整するように構成することができる。それぞれの分岐導管６３（または、流量制御ゾ
ーン）と流体連通して配置されるセンサ９２からの出力の受信に応答して、プロセッサ９
０は、分岐導管（または、流量制御ゾーン）と流体連通して配置される流量制御弁の位置
を（開から閉に、または、閉から開に、または、全開もしくは全閉から部分的開もしくは
部分的閉に）調整し、それによって、対応するマニホルド６４への空気流を調整するよう
に構成することができる。例示的な態様において、本明細書に開示される各センサ９２は
、圧力センサ、流量センサ、またはそれらの組合せを備えることができることが意図され
ている。これらの態様において、導管内の圧力または流れを直接または間接的に測定する
ための任意の従来のセンサを、開示されるシステム内で使用できることが意図されている
。この目的に好適であるセンサの特定の例は、当該技術分野においてよく知られており、
本明細書では詳細に説明されない。
【００２８】
　使用中、プロセッサ９０は、それぞれの分岐導管内の空気の流れを選択的に調整し、そ
れによって、特定のマニホルドへの空気の配送を制御するように構成することができるこ
とが意図されている。たとえば、いくつかの態様において、プロセッサ９０は、第１の分
岐導管内の空気の流量が、第１の分岐導管と同じマニホルドまたは異なるマニホルドと連
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通して配置できる第２の分岐導管内の流量より大きいまたは小さいように、第１の分岐導
管内の空気の流量を調整するように構成することができることが意図されている。
【００２９】
　例示的な態様において、プロセッサ９０は、それぞれのトラフ部に効果的な空気流量を
もたらすように構成することができることが意図されている。これらの態様において、少
なくとも１つのトラフ部のための空気流量は、少なくとも１つの他のトラフ部の効果的な
空気流量より大きくまたは小さくすることができ、それによって、それぞれのトラフ部と
そのトラフ部の上に配置されるベルトの部分との間の空気によって提供される加圧及び支
持の調整を可能にすることが意図されている。
【００３０】
　使用中、プロセッサ９０は、それぞれの流れゾーン（設けられている場合）内の空気の
流れを選択的に調整するように構成することができることがさらに意図されている。たと
えば、いくつかの態様において、プロセッサ９０は、第１の流れゾーン内の空気の流量が
第２の流れゾーン内の流量より大きい、または小さいように、第１の流れゾーン内の空気
の流量を調整するように構成することができることが意図されている。
【００３１】
　任意選択的に、例示的な態様において、図２Ｉ及び図４Ｆを参照すると、各トラフ部３
０の少なくとも１つの開口３２は、複数の開口を備えることができる。任意選択的に、本
明細書でさらに説明されるように、開口３２の少なくとも一部は、コンベヤベルト２０の
長手方向長さに沿って間隔をあけることができる。たとえば、１つの任意選択の態様にお
いて、図２Ｉに示されるように、複数の開口３２は、開口の単一の列３４に構成すること
ができることが意図されている。
【００３２】
　任意選択的に、さらなる例示的な態様において、少なくとも１つのトラフ部３０は、複
数の空気マニホルドのうちの第１の空気マニホルド６４ａと流体連通して配置される少な
くとも１つの開口３２と、複数の空気マニホルドのうちの第２の空気マニホルド６４ｂと
流体連通して配置される少なくとも１つの開口とを備える。
【００３３】
　任意選択的に、図４Ｄに示されるように、第１の空気マニホルド６４ａ及び第２の空気
マニホルド６４ｂは、空気支持ベルトコンベヤシステム１０の長手方向軸１２に垂直また
は略垂直である短手方向軸１６に対して離間させることができる。任意選択的に、別の態
様において、第１の空気マニホルド６４ａ及び第２の空気マニホルド６４ｂは、空気支持
ベルトコンベヤシステム１０の長手方向軸１２に平行または略平行に向けることができる
。
【００３４】
　任意選択的に、例示的な態様において、図４Ｆを参照すると、少なくとも１つのトラフ
部３０の複数の開口３２は、少なくとも１つの開口の少なくとも２つの列３４を備えるこ
とができ、少なくとも２つの列は短手方向軸１６に対して離間している。任意選択的に、
少なくとも１つのトラフ部３０の少なくとも２つの列の各列３４の少なくとも１つの開口
は、長手方向軸１２に対して離間した複数の開口を備えることができることが意図されて
いる。例示的な態様において、図４Ｄを参照すると、第１のトラフ部３０ａの少なくとも
１つの開口の第１の列は、複数のマニホルドの第１のマニホルド６４ａと流体連通して配
置することができ、第１のトラフ部３０ａの少なくとも１つの開口の第２の列は、複数の
マニホルドの第２のマニホルド６４ｂと流体連通して配置することができる。これらの態
様において、第２のトラフ部３０ｂの少なくとも１つの開口の第１の列は、複数のマニホ
ルドの第３のマニホルド６４ｃと流体連通して配置することができることがさらに意図さ
れている。第２のトラフ部３０ｂの少なくとも１つの開口の第２の列は、複数のマニホル
ドの第４のマニホルド６４ｄと流体連通して配置することができることがさらにまた意図
されている。各マニホルド６４が開口のそれぞれの列と流体連通して示されているが、少
なくとも１つのマニホルドは、開口の複数の列３４と流体連通することができることが意
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図されている。任意選択的に、各トラフ部３０は、開口の複数の列３４を画定することが
でき、単一のマニホルド６４は、トラフ部内の開口の列のそれぞれと流体連通することが
できることが意図されている。
【００３５】
　任意選択的に、短手方向軸１６に対して離間させるのではなく、第１の空気マニホルド
６４ａ及び第２の空気マニホルド６４ｂ（ならびに、第３及び第４のマニホルド６４ｃ、
６４ｄ）は、空気支持ベルトコンベヤシステム１０の長手方向軸１２に対して離間させる
ことができる。
【００３６】
　さらなる例示的な態様において、各マニホルド６４は、それぞれのトラフ部３０の底面
３８に、取り外し可能に固定することができる。これらの態様において、図２Ｅ及び２Ｇ
に示されるように、各マニホルド６４は、たとえば、限定されるものではないが、ボルト
、ネジ、クランプ（たとえば、ばねクランプ）、ラッチ、ハックファスナー、コッタピン
などの複数の再使用可能な留め具８０を使用して、それぞれのトラフ部３０の底面３８に
、取り外し可能に固定することができる。
【００３７】
　さらに他の例示的な態様において、各マニホルド６４は、たとえば、限定されるもので
はないが、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ガラス繊維、繊維強化ポリ
マー（ＦＲＰ）、熱可塑性ポリオレフィン（ＴＰＯ）、熱成形プラスチック、射出成形プ
ラスチック、（金属及び非金属材料を含む）任意の２つの材料を備える混成材料、または
それらの組合せを含む、非金属材料を備えることができることが意図されている。
【００３８】
　さらなる例示的な態様において、図２Ａ～５Ｆを参照すると、連続する（隣接する）ト
ラフ部３０は、それぞれの接合部４６で結合することができる。これらの態様において、
各トラフ部３０は、対向する第１の端縁部４０及び第２の端縁部４２を有することができ
、複数のトラフ部３０は、マニホルド６４と流体連通しない複数の接合部４６で結合する
ことができる。任意選択的に、複数のトラフ部の連続するトラフ部３０の端縁部４０、４
２は、互いに当接することができる。例示的な態様において、複数の接合部の少なくとも
１つは、気密接続を備えない。任意選択的に、これらの態様において、接合部４６のそれ
ぞれは、気密接続を備えない。
【００３９】
　いくつかの態様において、図２Ａ～５Ｆ及び１０Ａ～１０Ｂを参照すると、システムは
、たとえば、限定されるものではないが、本明細書でさらに説明されるような、サドル５
０、フランジ４８、またはバンド５６などの、複数のトラフ位置合わせ要素をさらに備え
ることができる。これらの態様において、各トラフ位置合わせ要素は、連続するトラフ部
３０の間のそれぞれの接合部４６に配置することができ、各トラフ位置合わせ要素は、長
手方向軸１２に対して、連続するトラフ部の内面（たとえば、隣接する端縁部）の間に位
置合わせをもたらすことができる。
【００４０】
　任意選択的に、図２Ａ～２Ｈ、図４Ａ～４Ｅ、及び５Ｅ～５Ｆに示されるように、複数
のトラフ位置合わせ要素は、少なくとも１つのサドル５０（任意選択的に、複数のサドル
５０）を備えることができる。例示的な態様において、各サドルは、連続するトラフ部３
０の下面３８の形状に相補的である形状を有する上面５２を有することができる。これら
の態様において、各サドル５０の上面５２は、長手方向軸に対して、連続するトラフ部３
０の間に位置合わせをもたらすことができる。さらなる態様において、システム１０は、
複数の留め具４４をさらに備えることができる。これらの態様において、各留め具４４は
、それぞれの接合部４６でトラフ部３０をサドル５０に固定するように構成することがで
きる。例示的な留め具４４は、ボルト、ネジ、ピン（たとえば、コッタピン）、ロッド、
クランプ（たとえば、ばねクランプ）、ラッチ、ハックファスナーなどを含む。付加的な
態様において、各サドル５０は、サドルの上面５２に対して略垂直に（サドルの上面から
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対向する下面へ）延在する複数の貫通開口部５４を画定することができる。これらの態様
において、サドル５０の各貫通開口部５４は、連続するトラフ部３０のうちの１つをサド
ルに固定する留め具４４を受けるように構成することができる。
【００４１】
　例示的な態様において、連続するトラフ部３０のそれぞれは、長手方向軸１２に対して
離間された（対向する端縁部４０、４２を画定する）対向する端部を有することができる
。これらの態様において、各トラフ部３０の各端部は、トラフ部に固定される複数の留め
具４４を備えることができる。任意選択的に、留め具４４は、トラフ部に恒久的に固定す
ることができる。任意選択的に、留め具４４は、一体構造の構成要素としてトラフ部と一
体的に形成することができる。そのような構成において、留め具４４は、トラフ部と一体
的に形成された突出部として、任意選択的に設けることができる。さらなる態様において
、図１０Ａ～１０Ｂを参照すると、各サドル５０の複数の貫通開口部は、第１のトラフ部
３０の第１の端部の複数の留め具４４との位置合わせのために構成される第１の複数の貫
通開口部５４と、第２のトラフ部３０の第２の端部の複数の留め具４４との位置合わせの
ために構成される第２の複数の貫通開口部５４とを備えることができる。例示的な態様に
おいて、各サドルは、その中に画定される複数の貫通開口部５４を有するプラットフォー
ム５３と、プラットフォームから下向きに延在し、トラス１５または他の支持構造への接
続のために構成されるパネル５５とを備えることができる。
【００４２】
　任意選択的に、それぞれのトラフ部３０の間の接合部４６のうちの少なくとも１つは、
異なる種類の第１の留め具及び第２の留め具を備えることができる。任意選択的に、それ
ぞれのトラフ部３０の間の接合部４６のうちの少なくとも１つは、少なくとも１つの留め
具４４と、少なくとも１つの溶接部とを備えることができることがさらに意図されている
。
【００４３】
　使用中、各接合部４６の複数の留め具４４は、対応するサドル５０の上面５２と接触し
て各トラフ部３０の下面３８を配置するように構成することができる。例示的な態様にお
いて、各トラフ部３０は、本明細書にさらに開示されるような可撓性材料を備えることが
でき、各サドル５０は、上に重なるトラフ部に対応する形状をもたらすように構成するこ
とができることが意図されている。例示的な可撓性材料は、たとえば、限定されるもので
はないが、超高分子量（ＵＨＭＷ）材料、形成または成形プラスチック、ガラス繊維、薄
板金、またはそれらの組合せを含む。
【００４４】
　他の例示的な態様において、複数のトラフ位置合わせ要素は、少なくとも１つのバンド
５６（任意選択的に、複数のバンド）を備えることができる。これらの態様において、各
バンド５６は、バンドが接合部をまたぐように、それぞれの接合部４６でそれぞれのトラ
フ部３０の隣接する端縁部の下に配置するために構成することができる。各バンドは、少
なくとも１つのボルト、少なくとも１つのネジ、少なくとも１つのクランプ、少なくとも
１つのピン（たとえば、少なくとも１つのコッタピン）、少なくとも１つのラッチ、少な
くとも１つのハックファスナー、溶接、及びそれらの組合せからなる群から選択される固
定機構を使用して、対応する接合部４６でトラフ部３０の底面３８に固定することができ
る。例示的な態様において、各バンド５６は、連続するトラフ部３０の下面３８の形状に
相補的である形状を有する上面を有することができる。これらの態様において、各バンド
５６の上面は、長手方向軸に対して連続するトラフ部３０の間に位置合わせをもたらすこ
とができる。各バンド５６は、サドル５０に対して上で説明されたのと同じ方法で、トラ
フ部３０の留め具４４を受けるように構成される貫通開口部を備えることができることが
さらに意図されている。
【００４５】
　さらに他の例示的な態様において、図３Ａ～３Ｆを参照すると、複数のトラフ位置合わ
せ要素は、複数のフランジ要素４８を備えることができ、各フランジ要素は、連続するト
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ラフ部３０の隣接する角部を係合して位置合わせするためのそれぞれの棚部分を画定する
。各フランジ要素４８は、連続するトラフ部３０の固定または結合を支援する留め具を受
けるための複数の開口４９を画定する短手方向パネルをさらに備えることができる。
【００４６】
　さらなる例示的な態様において、複数のトラフ位置合わせ要素は、少なくとも２種類の
異なるトラフ位置合わせ要素を備えることができることが意図されている。たとえば、い
くつかの態様において、複数のトラフ位置合わせ要素は、少なくとも１つのサドル５０と
、少なくとも１つのバンド５６とを備えることができる。別の例として、複数のトラフ位
置合わせ要素は、少なくとも１つのサドル５０と、少なくとも１つのフランジ要素４８と
を備えることができる。さらなる例として、複数のトラフ位置合わせ要素は、少なくとも
１つのバンド５６と、少なくとも１つのフランジ要素４８とを備えることができる。
【００４７】
　さらなる例示的な態様において、図６Ａ～７Ｂを参照すると、複数のトラフ部３０は、
少なくとも１つの湾曲トラフ部（任意選択的に、コンベヤベルト２０の長さに沿って連続
して配置される複数の湾曲トラフ部）を備えることができる。本明細書でさらに説明され
るように、各湾曲トラフ部は、基準面１８内に曲線プロファイルを有するように形成する
ことができる。任意選択的に、複数の湾曲トラフ部が設けられるとき、複数の湾曲トラフ
部３０の少なくとも一部は、空気支持ベルトコンベヤの少なくとも一部の湾曲を画定する
ように、順に配置することができる。さまざまな態様において、各トラフ部は、成形可能
非鉄材料を備えることができることが意図されている。任意選択的に、これらの態様にお
いて、成形可能非鉄材料は、強化ポリマーなどのポリマーとすることができる。任意選択
的に、他の態様において、成形可能材料は、ガラス繊維を備えることができる。任意選択
的に、さらなる態様において、各トラフ部は、金属材料を備えることができる。
【００４８】
　例示的な態様において、図６Ａ～６Ｂを参照すると、基準面１８は、長手方向軸１２及
び垂直軸１４に平行である（または、長手方向軸１２及び垂直軸１４を含む）長手方向の
基準面とすることができ、少なくとも１つの湾曲トラフ部３０（任意選択的に、２つの連
続する湾曲トラフ部３０）は、長手方向の基準面内で曲線プロファイルを有することがで
きる。たとえば、少なくとも１つの湾曲トラフ部（任意選択的に、少なくとも２つの連続
する湾曲トラフ部）の曲線プロファイルは、長手方向の基準面１８内で上向きの曲線を備
えることができ、少なくとも１つの湾曲トラフ部（任意選択的に、少なくとも２つの連続
する湾曲トラフ部）は、空気支持ベルトコンベヤの一部の上向きの曲線３７を画定するこ
とができる。別の例として、図７Ａ～７Ｂに示されるように、少なくとも１つの湾曲トラ
フ部（任意選択的に、少なくとも２つの連続する湾曲トラフ部）の曲線プロファイルは、
長手方向の基準面１８内で下向きの曲線を備えることができ、少なくとも１つの湾曲トラ
フ部（任意選択的に、少なくとも２つの連続する湾曲トラフ部）は、空気支持ベルトコン
ベヤの一部の下向きの曲線３９を画定することができる。任意選択的に、上向きの曲線が
形成されるかまたは下向き曲線が形成されるかに関係なく、少なくとも１つの湾曲トラフ
部（任意選択的に、少なくとも２つの連続するトラフ部）は、長手方向の基準面１８内で
、コンベヤベルト２０及び少なくとも１つの湾曲トラフ部（任意選択的に、２つの連続す
るトラフ部）が共通の曲率中心を有することができるように形づくることができる。例示
的な態様において、用語「曲線の」は、断面の中間湾曲部分が短手方向軸１６に対して湾
曲部分の両側に配置される断面の直線（平面）部分の間に配置される断面プロファイルを
指すことができる。
【００４９】
　任意選択的に、さらに他の態様において、図８Ａ～８Ｂを参照すると、基準面１８は、
垂直軸１４に垂直である短手方向の基準面とすることができる。これらの態様において、
少なくとも１つの湾曲トラフ部３０（任意選択的に、少なくとも２つの連続する湾曲トラ
フ部）は、短手方向の基準面内で湾曲または曲線プロファイルを有することができ、それ
によって、水平曲線４３を生成する。任意選択的に、少なくとも１つの湾曲トラフ部（任
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意選択的に、少なくとも２つの連続するトラフ部）は、短手方向の基準面内で、コンベヤ
ベルト及び少なくとも１つの湾曲トラフ部（任意選択的に、少なくとも２つの連続するト
ラフ部）が共通の曲率中心を有するように形づくることができることが意図されている。
本明細書でさらに開示されるように、トラフ部３０は一緒に溶接されず、それらは、コン
ベヤシステムの剛性の支持構造体（たとえば、トラス）の一部を形成しない。したがって
、各個々のトラフ部３０は、任意の好適な方法を使用して、任意の望ましい形状に形成す
ることができることが意図されている。開示されるトラフ部の例示的な形成方法は、プレ
ス成形、熱処理などを含む。
【００５０】
　本明細書に開示される湾曲または曲線断面を有するトラフ部の製造方法は、曲線断面を
形成するために少なくとも１つのトラフ部を曲げることを含むことができる。例示的な態
様において、図１３を参照すると、本明細書に開示される上向きまたは下向きの曲線の構
築方法は、トラフ部の対向する側壁の上部に複数のノッチ（または、スリット）３１を画
定することを含むことができる。これらの態様において、ノッチは、トラフ部の長さに沿
って間隔をあけることができ、（上向きまたは下向きの湾曲を形成するために）曲げ軸の
まわりの有効断面係数を低減するように構成することができる。さらなる態様において、
マニホルド６４の断面係数は、より可撓性のトラフ部がマニホルドに引き寄せられ、次い
で、マニホルドに取り付けられて、望ましい湾曲を形成するのを可能にするために増加さ
せることができることが意図されている。
【００５１】
　あるいは、または、さらに、本明細書に開示される曲線断面を有するトラフ部の製造方
法は、少なくとも１つの湾曲トラフ部を形成するために非鉄材料を成形することを含むこ
とができる。例示的な態様において、湾曲トラフ部の構築方法は、円筒管を形成するため
にマンドレル上に溶融ポリマーを押し出すことを含むことができる。方法は、トラフ部を
形成するために円筒管に長手方向のスリットを形成することをさらに含むことができる。
形成されたトラフ部が高温である間、トラフ部は、望ましい湾曲を有するジグ内に置くこ
とができる。方法は、トラフ部のジグ内での冷却を可能にすることをさらに含むことがで
き、それによって、トラフ部が望ましい湾曲を保持することを保証する。
【００５２】
　さらなる例示的な態様において、開示される空気支持ベルトコンベヤシステムを組み立
てるためのキットが提供される。これらの態様において、各トラフ部は、対向する第１の
端部及び第２の端部と、対向する下面及び上面とを有することができ、少なくとも１つの
開口を画定することができる。複数のトラフ部の各トラフ部の各端部は、別のトラフ部の
端部に選択的な結合のために構成することができる。本明細書でさらに開示されるように
、複数のトラフ部は、コンベヤベルトの長さに沿ってコンベヤベルトを支持するために協
働するように構成することができる。複数のマニホルドの各マニホルドは、マニホルドが
トラフ部の少なくとも１つの開口と流体連通するように、それぞれのトラフ部の下面に選
択的に取付け可能とすることができることがさらに意図されている。任意選択的に、キッ
トは、本明細書に開示されるような複数のトラフ位置合わせ要素をさらに備えることがで
きる。本明細書でさらに説明されるように、各トラフ位置合わせ要素は、連続するトラフ
部の間のそれぞれの接合部での選択的な位置決めのために構成することができ、各トラフ
位置合わせ要素は、コンベヤベルトの長さに対して連続するトラフ部の間で位置合わせを
もたらすように構成される上面を有することができる。任意選択的に、キットは、複数の
マニホルドを複数のトラフ部に選択的に固定するように構成される複数の留め具をさらに
備えることができる。任意選択的に、図１２Ａ～１２Ｂに示されるように、トラフ部は、
複数のトラフ部が垂直軸１４に対して一直線に並べられる多層構成で提供することができ
、各トラフ部（一番下のトラフ部以外）は、下に置かれたトラフ部内で少なくとも部分的
に受けられている。トラフ部３０の多層構成での支持を支援するために、そり１３０また
は他の支持構造を、輸送中、多層トラフ部のすべてを移動させるために、そり１３０を選
択的に移動させることができるように、トラフ部の下に配置することができることが意図
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されている。トラフ部は、輸送コンテナ１５０内に多層構成で配置することができること
が意図されている。図１２Ｃに示されるように、トラフ部の多層構成での配置は、本明細
書に開示される空気支持ベルトコンベヤシステムの構成要素の輸送の間、輸送費及び柔軟
性を大きく低下させる可能性があることがさらに意図されている。特に、図１２Ｃは、従
来のコンベヤシステムの輸送に必要な最小数の輸送コンテナ１５０ｂと比較して、本明細
書に開示される完全なコンベヤシステムの輸送に必要な標準的な数の輸送コンテナ１５０
ａを概略的に示す。任意選択的に、キットは、空気配送サブシステムの組立てに使用する
ための、少なくとも１つの空気供給ライン及び配管要素をさらに備えることができる。キ
ットは、必要な場合、複数の分岐導管６３をさらに備えることができる。キットは、図１
Ａに示されるような、それぞれのトラフ部の上への配置のために構成されるカバー１２０
をその上さらに備えることができる。
【００５３】
　キットを受け取った後、空気支持ベルトコンベヤを組み立てることができる。たとえば
、空気支持ベルトコンベヤの組立方法は、キットを受け取ることと、複数のトラフ部の端
部を選択的に結合することと、それぞれのトラフ部に複数のマニホルドのうちの少なくと
も１つのマニホルドを選択的に取り付けることとを含むことができる。
【００５４】
トラフ材料
　例示的な態様において、可撓性材料及び／または従来にない材料から形成されるトラフ
部が、本明細書に開示される。これらのトラフ部は、本明細書に特に開示されるベルトコ
ンベヤ構成を含む、任意の知られているベルトコンベヤ構成で使用できることが意図され
ている。いくつかの態様において、トラフ部は、トラフを画定するために協働する、可撓
性（すなわち、非剛性）材料を備えることができる。これらの態様において、トラフは、
ベルトを支持することができることが意図されている。さらなる態様において、トラフは
、ベルトを形づくることができることが意図されている。使用中、空気の膜をベルトとト
ラフとの間に挿入することができ、従来のローラの代わりに摩擦をなくすことができるこ
とが意図されている。従来のシステムは、通常、鋼から作られる剛構造のトラフのさまざ
まな形態を利用する。例示的な態様において、図１１を参照すると、しかしながら、本開
示は、トラフの中にあり、トラフに沿って摺動することができるベルトより上の、かつベ
ルトから等距離の両側部の上にある剛構造の要素の間に懸架される可撓性トラフ部を備え
ることができる。これらの態様において、トラフは、直線または曲線とすることができる
構造要素の形状に従うことができる。よって、コンベヤシステムの長さに沿って一緒に溶
接される一連のトラフ部を有する従来のシステムとは異なり、開示されるトラフ部は、任
意の望ましい形状またはプロファイルを有することができ、そのような柔軟性を可能にす
る可撓性（非剛性）材料から形成することができる。説明された構成は、材料を輸送して
いるベルトまたは空のリターンベルトのために利用することができることが意図されてい
る。さらなる態様において、トラフは、たとえば、限定されるものではないが、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、ガラス繊維、ＵＨＭＷポリエチレン、または他の複合材料を含む
非剛性（可撓性）材料を備えることができる。１つの任意選択の態様において、ベルトは
、空気膜によって支持することができることが意図されている。あるいは、他の任意選択
の態様において、ベルトは、非剛性トラフ上で直接摺動することができることが意図され
ている。
【００５５】
　さらなる例示的な態様において、本明細書に開示されるトラフ部は、代替的なトラフ材
料を備えることができることが意図されている。本明細書で説明されるように、従来のシ
ステムは、通常、鋼、または低摩擦材料で覆われた鋼から作られる剛構造のトラフのさま
ざまな形態を利用する。しかしながら、例示的な態様において、本開示のトラフは、補強
材を有するまたは有しないポリエチレン、ポリプロピレン、ＵＨＭＷ、または任意の他の
人工材料を備えることができる。そのような構成は、材料を輸送しているベルトまたは空
のリターンベルトのために利用することができることが意図されている。これらの態様に
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おいて、ベルトは、空気膜によって支持することが可能であり、または、非金属トラフ上
で直接、摺動することが可能である。
【００５６】
　１つの態様において、代替的な材料を備えるトラフは、本明細書に開示されるような空
気チャネル（マニホルド）及び孔を組み込むために成形することができることが意図され
ている。別の態様において、代替的な材料から構成されるトラフは、形鋼より可撓性であ
る可能性があり、コンベヤの湾曲に適合するように曲げることができる。鉄骨軸組によっ
て支持されるさらなる態様において、より可撓性の代替的なトラフ材料は、断面を変える
ことなく従うように作ることができる。現在の技術は、曲線が一連の直線状の弦による近
似であることを必要とし、ベルトと曲線を通る弦との間の距離の不規則により、空気膜の
均一性が損なわれる。一連の直線状の弦ではなく、湾曲トラフは、曲線の長さに沿って均
一な空気膜を保証することができることが意図されている。
【００５７】
　１つの例示的な態様において、可撓性トラフの可撓性の性質により、変化する負荷条件
の下で、トラフがベルトに従うことを可能にすることができる。この態様において、ベル
トの輪郭を一致させることによって、ベルトとトラフとの関係により、空気のより均一な
膜がそれらの間に分布することが可能になり、それによって、空気軸受が改善されること
が意図されている。
【００５８】
　別の例示的な態様において、可撓性トラフは、摩耗または損傷したトラフ部の簡単な交
換を可能とすることができる。さらなる態様において、可撓性トラフは、より低摩擦のト
ラフ材料の経済的な使用を可能にすることができる。別の態様において、可撓性トラフは
、損傷または摩耗したとき、簡単に交換可能とすることができることが意図されている。
【００５９】
　別の例示的な態様において、可撓性トラフは、より小さい摩擦抵抗を示すことができる
材料を備えることができ、トラフでのベルトの移動に必要な動力は小さくなる。この態様
において、より小さい摩擦材料により、エアサスペンションなしで、表面上でベルトを摺
動させる選択肢を可能にすることができる。
【００６０】
　別の例示的な態様において、可撓性トラフは、曲がることで結合を壊すことによって表
面にこびりつく傾向がある材料の蓄積を抑制することができる。さらなる態様において、
可撓性トラフは、曲線の水平及び垂直経路に従うその構造支持体によって形づくることが
でき、それは材料運搬において有益かつ必要である可能性がある。
【００６１】
空気供給システム
　上記のように、開示されるシステムは、コンベヤの長さに沿った連続的な空気室を必要
としない空気配送サブシステムを使用することができる。対照的に、従来の設計は、ベル
トの下で全長にわたり、鋼から形成されて、ボルト締めまたは溶接され、それにより、構
造に不可欠の部品になる連続的な空気プレナムチャンバを利用する。そのような従来の設
計は、プレナムチャンバに正圧をもたらす送風機を有し、空気は、ベルトの下の一連の孔
を通して流出する。図１Ａ～４Ｆを参照すると、例示的な態様において、空気は、物理的
かつ機能的にコンベヤ構造から独立したシステムを通して、コンベヤに供給することがで
きる。これらの態様において、独立した空気供給システムは、空気をトラフ部に分配でき
る枝管を有する本管を備えることができる。さらなる態様において、枝管はモジュール式
とすることができることが意図されている。これらの態様において、枝管は、ベルトの下
への空気の適切な分配を保証するために、別々に監視及び制御することができる。
【００６２】
　空気供給システムは、各孔または孔のクラスタでの要求から、送風機での供給までの、
空気分配ネットワークのより科学的な分析及び設計を可能にすることができることが意図
されている。これらの態様において、各区域は、コンベヤにおけるその時点での実際の要
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件に対して寸法決めすることができる。さらなる態様において、空気供給システムは、構
造から空気ネットワークを分離することができ、それによって、材料のより効率的な使用
による、構造及び空気ネットワークの両方に関する最適性の増加及びコストの減少を可能
にすることが意図されている。さらに他の態様において、空気供給システムは、空気支持
ベルトコンベヤ全体を通しての流れ及び圧力の限定された監視及び制御を可能にすること
ができることが意図されている。
【００６３】
　本明細書に開示される空気供給システムは、従来のシステム及び方法に勝るいくつかの
利点を提供することができることが意図されており、それは、よりアクセスしやすい空気
供給ネットワークによりトラブルシューティングが簡略化されることと、容易な交換、修
理、及び改善が可能になることと、１つの区域を別の区域に接合する気密接合部の必要性
を排除することにより、トラフ部の製造及び設置が簡略化されることと、状況変化時にコ
ンベヤベルトラインに沿った個別の点で空気を増加または減少させる洗練された制御の組
み込みが可能になることと（たとえば、起動中、ベルトの荷を積んだ区域が末端から進む
ことができる）、空気供給ポートの監視及び掃除が簡略化させることとを含むがこれらに
限定されない。
【００６４】
　開示される空気供給システムは、任意のトラフ部配置で使用できることが意図されてい
る。たとえば、開示される空気供給システムは、任意の知られている方法で接続される、
または、任意の知られている材料から形成されるトラフ部とともに機能する。よって、開
示される空気供給システムの使用は、本明細書に開示される特定の、好ましい実施形態に
限定されない。
【００６５】
空気圧及び／または流量を検知及び制御するための自動流量調整弁
　例示的な態様において、図１Ａ～４Ｆ及び９を参照すると、空気支持ベルトコンベヤは
、自動流量調整弁を備えることができることが意図されている。これらの態様において、
空気支持ベルトコンベヤは、それが固定されたトラフを通って移動するとき、ベルトを持
ち上げて支持するために、ベルトの下に空気流を使用することができる。さらなる態様に
おいて、空気流は、トラフの荷重が変化したとき、ローカルに検知及び変更することがで
き、それによって、ベルトに荷重がかかったときにはさらに浮上させ、ベルトに負荷がな
いときにはあまり浮上させないことができる。さらなる態様において、流量調整弁は、電
子スイッチによって起動するばね付勢、機械式起動装置、または電気機械式弁とすること
ができる。さらなる態様において、電子スイッチは、ロードセルまたは荷重感応型装置と
することができる。任意選択的に、流量調整弁は、空気室またはベルトへの直接的暴露な
しに、構造上の装置によって起動することができる。流量調整弁は、個別のコンピュータ
制御空気流を可能とすることができることが意図されている。
【００６６】
　本明細書で説明されるような、コンベヤの長さに沿った本管からモジュール式トラフ部
まで段階的に間隔をあけた枝管を採用することができる空気供給システムで、流量調整弁
は、特定のトラフ部で荷重の変化を検知し、それに応じて、空気流を変化させる選択され
たモジュールで利用することができることが意図されている。これらの態様において、セ
ンサは、ラインの方向にさらに流れを増加させることによって、荷重に先立って空気流を
増加させることができる。さらなる態様において、弁は、コンベヤ電子制御システムと一
体化させることができ、設計によって決められた特定の位置での流れを変更するロジック
によって制御することができる。これらの態様において、弁はスタンドアロンとすること
ができ、または、より限定された制御のためにコンベヤ制御システムに配線することがで
きることが意図されている。スタンドアロン装置は、ロジックなしの荷重依存とすること
ができることがさらに意図されている。例示的な態様において、トラフ部は、効率的に大
量の材料を輸送するために、接線方向の平面状側面の有無にかかわらず、円形、放物線状
、または懸垂線円弧の断面を備えることができる。これらの態様において、隣接するトラ
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フ部を密接に一直線に並べることができるので、移動は制限することができ、レバータイ
プのマルチプライヤが弁を起動させるために必要である可能性がある。
【００６７】
　本明細書で説明される、そのような自動流量調整弁は、従来のシステム及び方法に勝る
いくつかの利点を提供することができることが意図されている。荷を積んだベルト及び空
のベルトは、異なる空気流を必要とする可能性がある。空のベルトの下へのあまりに大き
い空気流は、不安定性を引き起こす可能性があり、あまりに小さい空気流は、荷を積んだ
ベルトを表面から持ち上げることができない。あまりに大きい空気流またはあまりに小さ
い空気流はどちらも、摩擦を克服するためにより多くの牽引力を必要とする可能性がある
。空気は、無負荷のリターンベルトなどの単一の荷重状態に調整することができるが、ベ
ルトの輸送区域は、時には荷が積まれ、時には荷が積まれない可能性がある。本明細書に
説明される自動流量調整弁または目的のために書かれるコンピュータロジックは、積荷が
投入ステーションからベルトの上に移動したとき、空気流をその変化に対して調整するこ
とを可能にできることが意図されている。
【００６８】
　新しいコンベヤの始動では、コンベヤがしばらくの間走行した後には見られない状況を
示す可能性がある。そのような状況は、システムが調整、チューニング、及び摩耗した後
に必要とする可能性があるよりも多くの動力を必要とする可能性がある。開示される自動
流量調整弁は、システムの早期始動を支援できる空気分配システム上に限定された制御を
提供する。空気流のそのような需要増大による制御は、それが必要である空気を最も効率
的に分配する効果を有することができる。
【００６９】
空気供給マニホルド
　従来の設計は、ベルトの下で全長にわたり、鋼から形成されて、溶接され、それにより
、構造に不可欠な部品になる連続的な空気プレナムチャンバを利用する。そのような従来
の設計は、プレナムチャンバに正圧をもたらす送風機を有し、空気は、ベルトの下の一連
の孔を通して流出する。
【００７０】
　例示的な態様において、図２Ａ～４Ｅを参照すると、本明細書に開示されるモジュール
式マニホルドシステムは、コンベヤの長さに沿って段階的に空気を分配する手段を提供す
ることができる。これらの態様において、本管は、分配機能を実行する長さに沿って段階
的に置かれるモジュール式マニホルドへ効率的に空気を輸送するように設計することがで
きる。管網とともに、モジュール式マニホルドは、空気流の漸増的な監視及び調整を可能
にすることができることが意図されている。例示的な態様において、マニホルドは、任意
の長さを備えることができることが意図されている。しかしながら、より具体的には、マ
ニホルドは、長さが約１０～約２０フィートである、または、支持トラフの長さに等しい
または略等しい可能性があり、それにより、トラフ部間の費用のかかる気密接続を回避す
る。さらなる態様において、モジュール式マニホルドは、ファン要件を低減するために効
率的な方向性の空気流回転及び接合を組み込む標準的な長さで製造することができる。さ
らに他の態様において、モジュール式マニホルドは、掃除穴を備える、または、局所的点
検、及び空気もしくは水による洗浄を可能にする急速脱着機能を取り付けることができる
。モジュール式マニホルドは、簡単に点検、掃除、及び交換できることが意図されている
。
【００７１】
　さらなる例示的な態様において、本明細書に開示される空気配送サブシステムは、コン
ベヤの長さに沿って空気を分配するのに使用できることが意図されている。これらの態様
において、空気配送サブシステムは、１つまたは複数のファンによって供給できる本管を
備えることができ、枝管は、各トラフ部の開口と流体連通するマニホルドに空気を供給す
ることができるコンベヤシステムの長さに沿って間隔があけられる。分岐間隔及びマニホ
ルド断面は、さまざまな要因に基づいて最適化することができる。そのような構成の使用
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により、従来のシステムと比較して、コスト面でかなり有利にすることができることが意
図されている。
【００７２】
　本明細書に開示される空気供給システムは、従来のシステム及び方法に勝るいくつかの
利点を提供することができることが意図されており、それは、１つの区域を別の区域に接
合する気密接合部の必要性を排除することにより、トラフ部の製造及び設置が簡略化され
ることと、状況変化時にコンベヤベルトラインに沿った個別の点で空気流を増加または減
少させる洗練された制御の組み込みが可能になることと（たとえば、起動中、ベルトの荷
を積んだ区域が末端から進むことができる）、空気供給ポートの監視及び掃除を簡略化す
ることとを含むがこれらに限定されない。
【００７３】
空気支持水平曲線
　例示的な態様において、上記のように、本明細書に開示される空気支持ベルトコンベヤ
及びシステムは、水平曲線を組み込むことができる。任意選択の態様において、限定され
るものではないが、水平曲線は、ベルト作業ラインに関して円形である（一定の曲率半径
を有する）円曲線とすることができることが意図されている。しかしながら、楕円曲線、
単純曲線、または複心曲線を含むがこれらに限定されない任意の水平曲線が、開示される
システムとともに使用できることが意図されている。そのような曲線の少なくとも一部は
、円形プロファイル、楕円形プロファイル、または任意の他の望ましい形状に任意選択的
に対応することができることがさらに意図されている。これらの態様において、頂部投影
図では、コンベヤは、２つの直線部分の交点で、湾曲点、交差点、及び接点を有する円曲
線を画定することができる。そのような湾曲は、移動点なしで方向修正を実現することが
できることが意図されている。これらの態様において、トラフは、水平湾曲路に従うよう
に設計することができる。さらなる態様において、材料は、曲線形状を保持するように、
または、上部構造によって望ましい構成に制限するように成形することができる。さらな
る態様において、トラフ及び空気供給システムは、重力、ベルト張力の半径方向成分、な
らびに、空の及び荷が積まれたベルトの遠心力の合力に垂直に、抵抗して、ベルトを抑制
するように設計することができる。
【００７４】
成形された垂直及び水平曲線区域
　例示的な態様において、上でさらに説明されたように、本明細書に説明されるシステム
は、望ましい形状を維持するために、適切な湾曲に成形される水平及び垂直のコンベヤ曲
線のトラフ部を備えることができる。本明細書に開示されるように、単純曲線、複心曲線
、及び渦巻状曲線を含むがこれらに限定されない任意の望ましい水平曲線が、開示される
システムとともに使用できることが意図されている。そのような曲線の少なくとも一部は
、円形プロファイル、楕円形プロファイル、または任意の望ましい形状に対応することが
できることがさらに意図されている。任意選択的に、水平曲線は、一定の曲率半径を有す
ることができ、円形プロファイルを有することができる。クレスト垂直曲線及びサグ垂直
曲線を含むがこれらに限定されない任意の垂直曲線が、開示されるシステムとともに使用
できることがさらに意図されている。これらの態様において、トラフは、曲線形状に従う
ように設計及び製造することができる。さらなる態様において、材料は、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ガラス繊維、または、他の補強されたまたは補強されていない非金属材
料を備えることができる。
【００７５】
　現在の技術は、曲線が一連の直線状の弦によって近似されることを必要とし、ベルトと
曲線を通るトラフ弦との間の距離の不規則により、空気膜の均一性が損なわれる。一連の
直線トラフ弦ではなく、湾曲トラフは、均一な空気膜を保証することができることが意図
されている。
【００７６】
固定空気室
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　本明細書に説明されて、図２Ａ～４Ｅに示されるように、空気支持ベルトコンベヤは、
機能的に独立させることができ、別々に輸送することができ、掃除及び保守管理のために
簡単にかつ選択的に取り外し可能とすることができる取り外し可能な固定空気室（マニホ
ルド）を利用することができる。これは、恒久的にボルト締めまたは溶接されて、ベルト
支持構造に一体化される現在のプレナム設計とは対照的である。
【００７７】
　例示的な態様において、取り外し可能な空気室は、動作条件に適合させるために、鋼、
ゴム引き材料、ポリマー、アルミニウム、または他の材料から製造される、連続的なまた
は区分化された、平坦なまたは形成された、堅固なまたは可撓性の、プレナム、マニホル
ド、またはブラダとすることができる。さらなる態様において、室の断面形状は、湾曲も
しくは略湾曲、三角形もしくは略三角形、または、長方形または略長方形とすることがで
きる。空気室の断面積は、必要に応じて、簡単に変更することができることが意図されて
いる。
【００７８】
　他の例示的な態様において、クランプは、ネジ作用、くさび作用、もしくは、てこ作用
、またはそれらの任意の組合せを使用できる任意の組み立てられたまたは製造された装置
を備えることができ、ベルト支持構造に対して空気室を確実に保持し、ガスケットの有無
にかかわらず、気密シールを形成する。いくつかの例示的な態様において、クランプは、
空気室の両縁部、及び、必要な場合、端部を固定するのに使用できる。さらなる態様にお
いて、クランプは、気密シールを保証するために、被挟持部材またはランナーの剛性に依
存して、間隔をあけることができる。これらの態様において、空気は、端部または側部か
ら室に供給することができ、室は、長さに沿って分割することができる、または連続的と
することができる。
【００７９】
　そのような取り外し可能な空気室は、簡単に点検、掃除、及び交換できることが意図さ
れている。空気室材料は別々に輸送することができ、または、現場据付けのために現地で
購入することができることがさらに意図されている。
【００８０】
非鉄空気室
　例示的な態様において、上でさらに説明されたように、空気支持ベルトコンベヤの空気
室（マニホルド）は、アルミニウム、プラスチック、ガラス繊維、繊維強化プラスチック
、もしくはゴム、または、それらの組合せを含むがこれらに限定されない、非鉄材料を備
えることができることが意図されている。そのような材料は、重量で、従来使用されてき
た鋼の室または鋼で覆われた室よりも重量が軽く、それによって、構造的な負荷を減少さ
せ、保守管理をより簡単にする。さらに、そのような非鉄材料は、腐食性がより小さく、
化学的に耐性のあることができることが意図されている。そのような非鉄空気室は、大量
に製造できることがさらに意図されている。これらの態様において、本明細書に説明され
る非鉄空気供給チャンバは、取付部品を組み込むことができる。より詳細には、本明細書
に説明される非鉄空気供給チャンバは、空気供給ネットワーク及び掃除ポートへの接続を
組み込むように形成することができる。さらなる態様において、
必要に応じて、空気室の断面積は簡単に変更することができる。
【００８１】
最適な梱包のためのモジュール化
　図１２Ａ～１２Ｃを参照すると、運送費は、材料運搬機器の主要なコスト要素であり、
革新的な設計によって最適化できる数少ないコストの１つである。ベルトコンベヤによる
材料の移動は、同じ機械的動力及び支持構造を必要とする可能性があり、それはコストの
大部分を備える可能性があり、競争者の間で同じである可能性がある。平らな梱包及び容
積の最適の使用のための軽量システムを設計することは、結果として競争上の利点になる
可能性がある技術革新を必要とする。
【００８２】
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　空気支持ベルトコンベヤは、その長さに沿って、カバー、頂部トラフ、底部トラフ（ま
たは、アイドラ）、各空気支持ベルトの下に一直線に並べられるオリフィスに供給する空
気供給源、及び、スパン構造を備えることができ、それぞれが異なる機能の実現を担当す
る。従来のシステムは、一体形の本体を備える一体構造の設計を利用する。結果的に、構
造及び空気システムは、実際のスパンまたは個別の空気供給要求に対して、実際的に最適
化することができず、組み立てられたユニットの体積のために、経済的に輸送することが
できない。本開示は、コンベヤの長さに沿って変化する、ならびに、コンベヤ間で変化す
る要件のために独立して設計することができる独立したシステムに、構成要素を分離する
。これらの説明された独立システムは、コンテナに最適な梱包のために分解されるとき、
最小体積を占めるように設計することができる。各システムは、経済的かつ戦略的な理由
で選択された異なる市場から手に入れることができ、次いで共通の場所に輸送されて、組
み立てることができることが意図されている。
【００８３】
　例示的な態様において、カバーは、トラフから独立し、取り外し可能であり、鋼、アル
ミニウム、プラスチック、強化プラスチック、及びガラス繊維を含むがこれらに限定され
ない、さまざまな材料から作ることができる。カバーは、最小限の体積を使用して、一緒
に積み重ねて平らにすることができる。
【００８４】
　さらなる例示的な態様において、頂部トラフは、スパン構造または床部支持フレームの
横材の間で、ベルトを支持することができ、材料を搬送することができる。これらの態様
において、トラフは、全体的なスパン構造の一部でなくてもよく、その結果、それは薄肉
材料とすることができる。さらなる態様において、これらのトラフ部は、小型にすること
ができ、積み重ねるように設計することができる。さらに他の態様において、サドルは、
隣接するトラフ端部を支持して、近接許容値接続の一部として機能する独立した部材を備
えることができる。
【００８５】
　さらなる例示的な態様において、底部トラフは、スパン構造または床部支持フレームの
横材の間で、リターンベルトを支持することができる。これらの態様において、底部トラ
フは、全体的なスパン構造の一部でなくてもよく、その結果、それは薄肉材料とすること
ができる。さらに他の態様において、これらのトラフ部は、小型にすることができ、積み
重ねるように設計することができる。さらに別の態様において、サドルは、隣接するトラ
フ端部を支持して、近接許容値接続の重要な部品として機能する独立した部材として設計
することができる。
【００８６】
　さらなる例示的な態様において、空気供給システムは、ファンによって供給される本管
から構成されることができ、各トラフ部の下でオリフィスのラインの下でチャネルに空気
を供給する分岐は、長さに沿って間隔があけられる。これらの態様において、分岐間隔及
び空気マニホルド断面は、加工能力に基づいて最適化することができる。このような品目
は、大部分が、地元市場で入手可能な物資であり、それによって、運送費は最小になる。
【００８７】
　さらに他の例示的な態様において、支持構造は、最適な寸法決定を保証するために、コ
ンベヤに沿って変えることができる。これらの態様において、床部または傾斜に沿って、
横支持体は、傾斜に延在することができる。上昇するとき、トラスまたは他のスパン構造
は、各トラフ部のための横フレームを支持することができる。寸法及び重量のため、運送
費を節約するために、地域で構造物を購入することは、多くの場合、最も経済的である。
【００８８】
トラフ接続
　従来の空気支持ベルトコンベヤ設計は、トラフのオリフィスにコンベヤに沿って空気を
輸送するために、各トラフの下に配置される全体に及ぶ長さのプレナムを利用する。１つ
または複数のファンは、室で正圧をもたらすプレナムに、空気を排出し、それによって、
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オリフィスの中に空気を強制的に流し、ベルトを持ち上げる。そのような設計は、隣接す
るトラフ間の接続での空気漏洩を防止するように密封されなければならない、一体形の本
体を備える一体構造の設計を利用する。さらに、移動するベルトに接触する内面は、慎重
に位置合わせしなければならず、ベルト摩耗を防ぐために同じ高さでなければならない。
接合部内または接合部近くの溶接は、慎重に取り除かれなければならない溶接滓をもたら
し、または、表面への付着物は、コンベヤベルトをすぐに破壊するであろう。近接許容値
の要件のために、加工及び現場組立てにおける高いレベルの品質を確認しなければならな
い。
【００８９】
　例示的な態様において、図２Ａ～４Ｆを参照すると、本開示は、接合部でのエアシール
の必要性を否定し、接合部での溶接を排除し、表面が同じ高さであることを保証すること
によって、この接続を簡略化する。これらの態様において、本明細書に説明されるシステ
ムは、トラフの形状に形成されるサドルを備えることができる。サドルは、トラフ部を置
き、次いでボルト締めまたは固定する基礎を形成する。これらの態様において、サドルは
、形成されたトラフ部の端部で、構造支持体の間にまたがることができる。さらなる態様
において、トラフ部は、次に、内面を一直線に並べるように、サドルにボルト締めまたは
固定することができ、縁部がベルトにさらされないことを保証する。
【００９０】
　例示的な態様において、本明細書に説明されるシステムは、空気マニホルドを備えるこ
とができる。これらの態様において、本明細書に説明される空気供給システムは、空気軸
受を作成するオリフィスへの空気の流れを、トラフ部とは別に終了させることを可能にす
ることができる。これらの態様において、エアシール６６（たとえば、圧縮シールまたは
ガスケット）は、トラフのそのそれぞれの区域に対して、各マニホルドによって実現する
ことができ、トラフは別々に接続される。
【００９１】
　いくつかの例示的な態様において、本明細書に説明されるシステムは、クランプ機構、
または、ボルト締め機構を備えることができる。これらの態様において、トラフ部は、コ
ンベヤの寸法及び負荷に応じたいくつかの変形例の１つによって固定またはボルト締めで
きる。
【００９２】
　さらなる例示的な態様において、本明細書に説明されるシステムは、伸縮継手を備える
ことができる。これらの態様において、クランプ機構は、伸縮継手が必要である状況の下
で熱膨張差を考慮することができる。
【００９３】
トラフ構成
　従来の空気支持ベルトコンベヤは、湾曲した断面である、完全な円形または湾曲した円
弧のいずれかを有するトラフ部を利用することができる。空気支持コンベヤに利用される
コンベヤベルトは、カテナリ方程式またはＢｅｒｎｏｕｌｌｉ’ｓ　Ｂｅａｍ方程式によ
り生じるものに類似の、外縁の方へ半径を増加させた撓み形状を有する。
【００９４】
　例示的な態様において、図５Ａ～５Ｆを参照すると、本明細書に開示されるシステムは
、扁平な外縁を有するトラフを備えることができる。より詳細には、これらの態様におい
て、トラフは、平面状側面を有することができる。さらなる態様において、トラフは、円
形プロファイルを有する底部と、平面プロファイルを有する側部とを備えることができる
。これらの態様において、図１０Ａを参照すると、平面状側面４７は、短手方向軸１６に
対して測定される基準角４５で、底部の湾曲に接することができる。基準角４５は、９０
度より小さい任意の角度（すなわち、鋭角）とすることができることが意図されている。
例示的な態様において、基準角の典型的な範囲は、２０度～約４５度である。トラフの外
縁のそのような平面加工は、この領域におけるトラフに対するベルト圧を減少させて、ト
ラフに対する縁部の引きずりを避けることができ、それによって、ベルトの摩耗を減少さ
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せることが意図されている。各側部上の湾曲底部及び平面部によって画定される略Ｕ形状
は、鋼加工工場での製造がより容易である可能性があることがさらに意図されている。開
示されるトラフ構成は、より良好な位置合わせのために、従来のローラアイドラーセット
を有するコンベヤを改造するためにより良好である可能性があることがさらに別に意図さ
れる。
【００９５】
中間支持体
　例示的な態様において、図１１を参照すると、システム１０は、システムの長さに沿っ
てシステムの接合部４６の間に配置される中間支持体１１０を備えることができることが
意図されている。これらの中間支持体１１０は、トラフ部３０にさらなる構造支持体を提
供するために、トラフ部３０の一部を受けて接触することができ、それらはシステムの剛
構造の支持体に溶接されないことが意図されている。さらなる態様において、中間支持体
１１０は、ブラケット１５を使用して、トラス１５または他の剛構造の支持要素に堅固に
固定することができる。
【００９６】
例示的な態様
　説明されたシステム及び方法、ならびにその変形例を考慮して、本発明の特定のより詳
細に説明される態様が、本明細書の以下に説明される。しかしながら、これらの具体的に
列挙された態様は、本明細書に説明された、異なるまたはより一般的な教示を含む任意の
異なる請求項に対して任意の限定する効果を有する、または、「特定の」態様は、本明細
書で文字通りに使用される言語の本来の意味以外に、何らかの方法でいくらか限定される
と解釈すべきではない。
【００９７】
態様１：
　長手方向長さと湾曲断面プロファイルとを有するコンベヤベルトと、
　前記コンベヤベルトの前記長手方向長さに沿って配置された複数のトラフ部であって、
各トラフ部が、前記コンベヤベルトの下に配置されており、各トラフ部の頂面より上に前
記コンベヤベルトを支持するために空気を受けるための少なくとも１つの開口を画定する
、前記複数のトラフ部と、
　　少なくとも１つの空気供給ラインと、
　　前記少なくとも１つの空気供給ラインと流体連通して配置された複数の空気マニホル
ドと
　　を備える空気配送サブシステムであって、各空気マニホルドが単一のトラフ部に連絡
し、前記単一のトラフ部の少なくとも１つの開口と流体連通した、
　前記空気配送サブシステムと
を備える、
長手方向軸を有する空気支持ベルトコンベヤシステム。
【００９８】
態様２：
　前記複数のトラフ部の隣接するトラフ部が密封接続されていない、
態様１に記載のシステム。
【００９９】
態様３：
　前記空気配送サブシステムが、複数の流量制御弁をさらに備え、
　各流量制御弁が、少なくとも１つの空気マニホルド及び前記少なくとも１つの空気供給
ラインと流体連通して配置されており、前記少なくとも１つの空気供給ラインから前記少
なくとも１つの空気マニホルドへの空気流の選択的な調整を可能にするように構成されて
いる、
態様１に記載のシステム。
【０１００】
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態様４：
　各流量制御弁に通信可能に結合されており、各流量制御弁の位置を調整してそれぞれの
トラフ部の前記少なくとも１つの開口への前記複数の空気マニホルドを通る空気の配送を
選択的に制御することによって前記コンベヤベルトを支持するように構成されたプロセッ
サをさらに備える、
態様３に記載のシステム。
【０１０１】
態様５：
　前記空気配送サブシステムが、複数の分岐導管をさらに備え、
　各分岐導管が、前記少なくとも１つの空気供給ラインと前記少なくとも１つの空気マニ
ホルドとの間で延在する、
態様４に記載のシステム。
【０１０２】
態様６：
　各流量制御弁が、それぞれの分岐導管と流体連通して配置されている、
態様５に記載のシステム。
【０１０３】
態様７：
　複数のセンサをさらに備え、
　各センサが、それぞれの分岐導管と流体連通して配置されており、
　各センサが、前記プロセッサに通信可能に結合されており、
　各センサが、圧力センサ、流量センサ、及びそれらの組合せからなる群から選択される
、
態様５または態様６に記載のシステム。
【０１０４】
態様８：
　各センサが、対応する分岐導管内の流体圧または流量を示す出力を生成するように構成
されており、
　前記プロセッサが、前記センサからの前記出力を受信し、前記対応する分岐導管と流体
連通して配置された前記マニホルドへの空気流を選択的に調整するように構成されている
、
態様７に記載のシステム。
【０１０５】
態様９：
　前記プロセッサが、それぞれの分岐導管と流体連通して配置された前記センサからの前
記出力の受信に応答して、前記分岐導管と流体連通して配置された前記流量制御弁の前記
位置を調整することによって前記対応するマニホルドへの空気流を調整するように構成さ
れている、
態様８に記載のシステム。
【０１０６】
態様１０：
　前記少なくとも１つのトラフ部の少なくとも１つの開口が、複数の開口を備える、
態様１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【０１０７】
態様１１：
　少なくとも１つのトラフ部が、
　前記複数の空気マニホルドのうちの第１の空気マニホルドと流体連通して配置された少
なくとも１つの開口と、
　前記複数の空気マニホルドのうちの第２の空気マニホルドと流体連通して配置された少
なくとも１つの開口と
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を備える、
態様１０に記載のシステム。
【０１０８】
態様１２：
　前記第１の空気マニホルド及び前記第２の空気マニホルドが、前記空気支持ベルトコン
ベヤシステムの前記長手方向軸に垂直である短手方向軸に対して離間している、
態様１１に記載のシステム。
【０１０９】
態様１３：
　前記第１の空気マニホルド及び前記第２の空気マニホルドが、前記空気支持ベルトコン
ベヤシステムの前記長手方向軸に略平行に向けられている、
態様１２に記載のシステム。
【０１１０】
態様１４：
　前記第１の空気マニホルド及び前記第２の空気マニホルドが、前記空気支持ベルトコン
ベヤシステムの前記長手方向軸に対して離間している、
態様１１に記載のシステム。
【０１１１】
態様１５：
　前記少なくとも１つのトラフ部の少なくとも１つの開口が、複数の開口を備える、
態様１１に記載のシステム。
【０１１２】
態様１６：
　前記少なくとも１つのトラフ部の前記複数の開口が、少なくとも１つの開口の少なくと
も２つの列を備え、
　前記少なくとも２つの列が、前記トラフ部にわたって延在し、前記長手方向軸に略垂直
である短手方向軸に対して離間している、
態様１５に記載のシステム。
【０１１３】
態様１７：
　前記少なくとも１つのトラフ部の前記少なくとも２つの列の各列の前記少なくとも１つ
の開口が、前記長手方向軸に対して離間した複数の開口を備える、
態様１６に記載のシステム。
【０１１４】
態様１８：
　第１のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第１の列が、前記複数のマニホルドの第
１のマニホルドと流体連通して配置されており、
　前記第１のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第２の列が、前記複数のマニホルド
の第２のマニホルドと流体連通して配置されている、
態様１６に記載のシステム。
【０１１５】
態様１９：
　第２のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第１の列が、前記複数のマニホルドの第
３のマニホルドと流体連通して配置されており、
　前記第２のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第２の列が、前記複数のマニホルド
の第４のマニホルドと流体連通して配置されている、
態様１８に記載のシステム。
【０１１６】
態様２０：
　各トラフ部の前記少なくとも１つの開口が、複数の開口を備える、
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態様１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【０１１７】
態様２１：
　それぞれのトラフ部の前記複数の開口が、少なくとも１つの開口の少なくとも２つの列
を備え、
　前記少なくとも２つの列が、前記トラフ部にわたって延在し、前記長手方向軸に略垂直
である短手方向軸に対して離間している、
態様２０に記載のシステム。
【０１１８】
態様２２：
　各トラフ部の前記少なくとも２つの列の各列の前記少なくとも１つの開口が、前記長手
方向軸に対して離間した複数の開口を備える、
態様２１に記載のシステム。
【０１１９】
態様２３：
　第１のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第１の列が、前記複数のマニホルドの第
１のマニホルドと流体連通して配置されており、
　前記第１のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第２の列が、前記複数のマニホルド
の第２のマニホルドと流体連通して配置されている、
態様２１に記載のシステム。
【０１２０】
態様２４：
　第２のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第１の列が、前記複数のマニホルドの第
３のマニホルドと流体連通して配置されており、
　前記第２のトラフ部の少なくとも１つの開口の前記第２の列が、前記複数のマニホルド
の第４のマニホルドと流体連通して配置されている、
態様２３に記載のシステム。
【０１２１】
態様２５：
　各マニホルドが、それぞれのトラフ部の底面に、取り外し可能に固定されている、
態様１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【０１２２】
態様２６：
　各マニホルドが、複数の再使用可能な留め具を使用して、それぞれのトラフ部の前記底
面に、取り外し可能に固定されている、
態様２５に記載のシステム。
【０１２３】
態様２７：
　各マニホルドが、非金属材料を備える、
態様１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【０１２４】
態様２８：
　各トラフ部が、対向する第１の端縁部及び第２の端縁部を有し、
　前記複数のトラフ部が、前記空気供給ラインと流体連通しない複数の接合部で結合され
ており、
　前記複数のトラフ部の前記連続するトラフ部の端縁部が、互いに当接している、
態様１に記載のシステム。
【０１２５】
態様２９：
　前記複数の接合部の少なくとも１つが、気密接続を備えない、
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態様２８に記載のシステム。
【０１２６】
態様３０：
　複数のトラフ位置合わせ要素をさらに備え、
　各トラフ位置合わせ要素が、連続するトラフ部の間のそれぞれの接合部に配置されてお
り、
　各トラフ位置合わせ要素が、前記長手方向軸に対して、前記連続するトラフ部の内面の
間に位置合わせをもたらす、
態様２８に記載のシステム。
【０１２７】
態様３１：
　前記数のトラフ位置合わせ要素が、複数のサドルを備え、
　各トラフ部が、対向する下面及び上面を有し、
　各サドルが、連続するトラフ部の前記下面の形状に相補的である形状を有する上面を有
し、
　各サドルの前記上面が、前記長手方向軸に対して、前記連続するトラフ部の間に位置合
わせをもたらす、
態様３０に記載のシステム。
【０１２８】
態様３２：
　複数の留め具をさらに備え、
　各留め具が、それぞれの接合部でトラフ部をサドルに固定するように構成されている、
態様３１に記載のシステム。
【０１２９】
態様３３：
　各サドルが、前記サドルの前記上面に対して略垂直に延在する複数の貫通開口部を画定
し、
　前記サドルの各貫通開口部が、前記連続するトラフ部のうちの１つを前記サドルに固定
する留め具を受けるように構成されている、
態様３２に記載のシステム。
【０１３０】
態様３４：
　前記連続するトラフ部のそれぞれが、前記長手方向軸に対して離間された対向する端部
を有し、
　各トラフ部の各端部が、前記トラフ部に固定された複数の留め具を備え、
　各サドルの前記複数の貫通開口部が、
　第１のトラフ部の第１の端部の前記複数の留め具との位置合わせのために構成された第
１の複数の貫通開口部と、
　第２のトラフ部の第２の端部の前記複数の留め具との位置合わせのために構成された第
２の複数の貫通開口部と
を備える、
態様３３に記載のシステム。
【０１３１】
態様３５：
　前記複数の留め具の各留め具が、ボルト、ネジ、クランプ、ピン、ロッド、ラッチ、ハ
ックファスナー、及びそれらの組合せからなる群から選択される、
態様３２に記載のシステム。
【０１３２】
態様３６：
　それぞれのトラフ部の間の前記接合部のうちの少なくとも１つが、異なる種類の第１の



(30) JP 6983876 B2 2021.12.17

10

20

30

40

50

留め具及び第２の留め具を備える、
態様３５に記載のシステム。
【０１３３】
態様３７：
　それぞれのトラフ部の間の前記接合部のうちの少なくとも１つが、少なくとも１つの留
め具と、少なくとも１つの溶接部とを備える、
態様３２に記載のシステム。
【０１３４】
態様３８：
　各接合部の前記複数の留め具が、対応するサドルの前記上面と接触して各トラフ部の前
記下面を配置するように構成されている、
態様３２に記載のシステム。
【０１３５】
態様３９：
　各トラフ部が可撓性材料を備え、
　各サドルが、上に重なるトラフ部に対応する形状をもたらすように構成される、
態様３８に記載のシステム。
【０１３６】
態様４０：
　複数のトラフ位置合わせ要素が、複数のバンドを備え、各バンドが、それぞれの接合部
でそれぞれのトラフ部の前記隣接する端縁部の下に配置するために構成されている、
態様３０に記載のシステム。
【０１３７】
態様４１：
　各バンドが、少なくとも１つのボルト、少なくとも１つのネジ、少なくとも１つのクラ
ンプ、溶接、及びそれらの組合せからなる群から選択される固定機構を使用して、対応す
る接合部でトラフ部の底面に固定されている、
態様４０に記載のシステム。
【０１３８】
態様４２：
　前記複数のトラフ部が、少なくとも１つの湾曲トラフ部を備え、
　各湾曲トラフ部が、基準面内に曲線プロファイルを有するように形成されており、
　各トラフ部の少なくとも一部が、前記空気支持ベルトコンベヤの少なくとも一部の湾曲
を画定する、
態様１に記載のシステム。
【０１３９】
態様４３：
　各トラフ部が、成形可能非鉄材料を備える、
態様４２に記載のシステム。
【０１４０】
態様４４：
　前記成形可能材料が、ポリマーを備える、
態様４３に記載のシステム。
【０１４１】
態様４５：
　前記ポリマーが、補強されたポリマーである、
態様４４に記載のシステム。
【０１４２】
態様４６：
　前記成形可能材料が、ガラス繊維を備える、
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態様４３に記載のシステム。
【０１４３】
態様４７：
　各トラフ部が、金属材料を備える、
態様４２に記載のシステム。
【０１４４】
態様４８：
　前記基準面が、垂直軸に平行である長手方向の基準面であり、
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部が、前記長手方向の基準面内で曲線プロファイルを
有する、
態様４２～４７のいずれか１項に記載のシステム。
【０１４５】
態様４９：
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部の前記曲線プロファイルが、前記長手方向の基準面
内で上向きの曲線を備え、
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部が、前記空気支持ベルトコンベヤの一部の上向きの
曲線を画定する、
態様４８に記載のシステム。
【０１４６】
態様５０：
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部の前記曲線プロファイルが、前記長手方向の基準面
内で下向きの曲線を備え、
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部が、前記空気支持ベルトコンベヤの一部の下向きの
曲線を画定する、
態様４８に記載のシステム。
【０１４７】
態様５１：
　前記少なくとも１つの湾曲トラフ部が、前記長手方向の基準面内で、前記コンベヤベル
ト及び前記少なくとも１つのトラフ部が共通の曲率中心を有するように形づくられている
、
態様４８に記載のシステム。
【０１４８】
態様５２：
　前記基準面が、垂直軸に垂直である短手方向の基準面であり、
　少なくとも１つの湾曲トラフ部が、前記短手方向の基準面内で曲線プロファイルを有す
る、
態様４２～４７のいずれか１項に記載のシステム。
【０１４９】
態様５３：
　前記少なくとも１つのトラフ部が、前記短手方向の基準面内で、前記コンベヤベルト及
び前記少なくとも１つの湾曲トラフ部が共通の曲率中心を有するように形づくられている
、
態様５２に記載のシステム。
【０１５０】
態様５４：
　前記少なくとも１つの空気供給ラインが、一次空気供給ラインを備え、
　前記空気配送サブシステムが、前記一次空気供給ラインと一列に並べて配置された複数
の流量制御弁をさらに備え、
　前記複数の流量制御弁が、前記一次空気供給ラインを複数の流量制御ゾーンに分割し、
　前記複数の空気マニホルドの少なくとも１つの空気マニホルドが、各流量制御ゾーン内
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で前記一次空気供給と流体連通して配置されている、
態様１に記載のシステム。
【０１５１】
態様５５：
　少なくとも１つのトラフ部を曲げて少なくとも１つの湾曲トラフ部の前記曲線断面を形
成することを含む、
態様４２～４７のいずれか１項に記載のシステムのトラフ部の製造方法。
【０１５２】
態様５６：
　非鉄材料を成形して少なくとも１つの湾曲トラフ部を形成することを含む、
態様４２～４７のいずれか１項に記載のシステムのトラフ部の製造方法。
【０１５３】
態様５７：
　各トラフ部が、対向する第１の端部及び第２の端部と、対向する下面及び上面とを有し
て、少なくとも１つの開口を画定し、
　前記複数のトラフ部の各トラフ部の各端部が、別のトラフ部の前記端部に選択的な結合
のために構成されており、
　前記複数のトラフ部が協働して、前記コンベヤベルトの長さに沿って前記コンベヤベル
トを支持するように構成されており、
　前記複数のマニホルドの各マニホルドが、前記マニホルドが前記トラフ部の少なくとも
１つの開口と流体連通するように、それぞれのトラフ部の前記下面に選択的に取付け可能
であり、
　前記トラフ部が、多層構成で提供される、
態様１に記載の空気支持ベルトコンベヤシステムを組み立てるためのキット。
【０１５４】
態様５８：
　複数のトラフ位置合わせ要素をさらに備え、
　各トラフ位置合わせ要素が、連続するトラフ部の間のそれぞれの接合部での選択的な位
置決めのために構成されており、
　各トラフ位置合わせ要素が、前記コンベヤベルトの前記長さに対して前記連続するトラ
フ部の間の位置合わせをもたらすように構成された上面を有する、
態様５７に記載のキット。
【０１５５】
態様５９：
　前記複数のトラフ部に前記複数のマニホルドに選択的に固定するように構成された複数
の留め具をさらに備える、
態様５７に記載のキット。
【０１５６】
態様６０：
　前記空気配送サブシステムの組立てに使用するための配管要素をさらに備える、
態様５７に記載のキット。
【０１５７】
態様６１：
　それぞれのトラフ部の上への配置のために構成されたカバーをさらに備える、
態様５７に記載のキット。
【０１５８】
態様６２：
　態様５７～５９のいずれか１項に記載のキットを受け取ることと、
　前記複数のトラフ部の前記端部を選択的に結合することと、
　それぞれのトラフ部に前記複数のマニホルドのうちの少なくとも１つのマニホルドを選
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択的に取り付けることと
を含む、
空気支持ベルトコンベヤの組立方法。
【０１５９】
態様６３：
　本明細書に開示される空気支持ベルトコンベヤの使用方法。
【０１６０】
　前述の発明が、理解の明瞭さのために図及び例を介して若干詳細に説明されたが、特定
の変更及び修正は、添付の特許請求の範囲内で実施されてもよい。
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